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【手続補正書】
【提出日】平成21年9月8日(2009.9.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用者が視認する方向を被写体方向として撮像するようにされる撮像手段と、
　外界情報を取得する外界情報取得手段と、
　上記外界情報取得手段で取得された情報に基づいて、上記撮像手段の動作を制御する制
御手段と、
　を備える撮像装置。
【請求項２】
　上記撮像手段で撮像された画像を表示する表示手段を更に備える請求項１に記載の撮像
装置。
【請求項３】
　上記撮像手段で撮像された画像を記録媒体に記録する記録手段を更に備える請求項１に
記載の撮像装置。
【請求項４】
　上記制御手段は、上記外界情報取得手段で取得された情報に基づいて、上記記録手段で
の記録開始又は記録終了の制御を行う請求項３に記載の撮像装置。
【請求項５】
　上記撮像手段で撮像された画像を外部機器に送信する送信手段を更に備える請求項１に
記載の撮像装置。
【請求項６】
　上記制御手段は、上記外界情報取得手段で取得された情報に基づいて、上記送信手段で
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の送信開始又は送信終了の制御を行う請求項５に記載の撮像装置。
【請求項７】
　上記外界情報取得手段は、上記外界情報として周囲環境状況を検出するセンサである請
求項１に記載の撮像装置。
【請求項８】
　上記外界情報取得手段は、上記外界情報として、上記撮像手段の撮像対象に関する情報
を検出するセンサである請求項１に記載の撮像装置。
【請求項９】
　上記外界情報取得手段は、外部機器との通信により、上記外界情報を取得する請求項１
に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　上記外界情報取得手段は、上記撮像手段により撮像した画像についての画像解析により
、上記外界情報を取得する請求項１に記載の撮像装置。
【請求項１１】
　上記外界情報取得手段が取得する上記外界情報は、周囲の明るさ、又は温度、又は湿度
、又は気圧、又は天候の情報である請求項１に記載の撮像装置。
【請求項１２】
　上記外界情報取得手段が取得する上記外界情報は、上記撮像手段の撮像対象までの距離
の情報である請求項１に記載の撮像装置。
【請求項１３】
　上記外界情報取得手段が取得する上記外界情報は、上記撮像手段の撮像対象を判別する
情報である請求項１に記載の撮像装置。
【請求項１４】
　上記外界情報取得手段が取得する上記外界情報は、上記撮像手段の撮像対象の動きの情
報である請求項１に記載の撮像装置。
【請求項１５】
　上記外界情報取得手段が取得する上記外界情報は、現在位置に該当する地点の情報であ
る請求項１に記載の撮像装置。
【請求項１６】
　上記外界情報取得手段が取得する上記外界情報は、現在位置に該当する地域における建
造物、又は自然物の情報である請求項１に記載の撮像装置。
【請求項１７】
　上記被写体方向に対して照明を行う照明手段を更に備え、
　上記制御手段は、上記外界情報取得手段で取得された情報に基づいて、上記照明手段に
よる照明動作の制御を行う請求項１に記載の撮像装置。
【請求項１８】
　上記撮像手段で撮像された画像に含まれる文字に基づいて音声合成を行う音声合成手段
と、
　上記音声合成手段で生成された音声を出力する音声出力手段と、
　を更に備え、
　上記制御手段は、上記外界情報取得手段で取得された情報に基づいて、上記音声合成手
段による合成音声の出力動作の制御を行う請求項１に記載の撮像装置。
【請求項１９】
　使用者が視認する方向を被写体方向として撮像するようにされる撮像手段を備えた撮像
装置の撮像方法として、
　外界情報を取得する外界情報取得ステップと、
　上記外界情報取得ステップで取得された情報に基づいて、上記撮像手段の動作を制御す
る制御ステップと、
　を備える撮像方法。
【手続補正２】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　撮像制御部１１は、システムコントローラ１０からの指示に基づいて、撮像部３及び撮
像信号処理部１５の動作を制御する。例えば撮像制御部１１は、撮像部３，撮像信号処理
部１５の動作のオン／オフを制御する。また撮像制御部１１は撮像部３に対して、オート
フォーカス、自動露出調整、絞り調整、ズームなどの動作を実行させるための制御（モー
タ制御）を行うものとされる。
　また撮像制御部１１はタイミングジェネレータを備え、固体撮像素子及び撮像信号処理
部１５のサンプルホールド／ＡＧＣ回路、ビデオＡ／Ｄコンバータに対しては、タイミン
グジェネレータにて生成されるタイミング信号により信号処理動作を制御する。また、こ
のタイミング制御により撮像フレームレートの可変制御も可能とされる。
　さらに撮像制御部１１は、固体撮像素子及び撮像信号処理部１５における撮像感度や信
号処理の制御を行う。例えば撮像感度制御として固体撮像素子から読み出される信号のゲ
イン制御を行ったり、黒レベル設定制御や、デジタルデータ段階の撮像信号処理の各種係
数制御、ぶれ補正処理における補正量制御などを行うことができる。撮像感度に関しては
、特に波長帯域を考慮しない全体的な感度調整や、例えば赤外線領域、紫外線領域など、
特定の波長帯域の撮像感度を調整する感度調整（例えば特定波長帯域をカットするような
撮像）なども可能である。波長に応じた感度調整は、撮像レンズ系における波長フィルタ
の挿入や、撮像信号に対する波長フィルタ演算処理により可能である。これらの場合、撮
像制御部１１は、波長フィルタの挿入制御や、フィルタ演算係数の指定等により、感度制
御を行うことができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　音声信号処理部１６は、例えばデジタルシグナルプロセッサ、Ｄ／Ａ変換器などからな
る。この音声信号処理部１６には、音声入力部６で得られた音声データや、ストレージ部
２５、或いは通信部２６からの音声データが、音声入出力コントロール部２８を介して供
給される。音声信号処理部１６は、供給された音声データに対して、システムコントロー
ラ１０の制御に応じて、音量調整、音質調整、音響エフェクト等の処理を行う。そして処
理した音声データをアナログ信号に変換して音声出力部５に供給する。なお、音声信号処
理部１６は、デジタル信号処理を行う構成に限られず、アナログアンプやアナログフィル
タによって信号処理を行うものでも良い。
　音声出力部５は、図１に示した一対のイヤホンスピーカ５ａと、そのイヤホンスピーカ
５ａに対するアンプ回路を有する。
　この音声入力部６、音声信号処理部１６，音声出力部５により、ユーザは外部音声を聞
いたり、ストレージ部２５で再生された音声を聞いたり、通信部２６で受信された音声を
聞くことができる。
　なお音声出力部５は、いわゆる骨伝導スピーカとして構成されてもよい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
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　また撮像装置１には音声合成部２９が設けられる。この音声合成部２９はシステムコン
トローラ１０の指示に応じて音声合成を行い、音声信号を出力する。
　音声合成部２９から出力された音声信号は、音声入出力コントロール部２８を介して音
声信号処理部１６に供給されて処理され、音声出力部５からユーザに対して出力される。
　この音声合成部２９は、例えば後述する読み上げ音声の音声信号を発生させることにな
る。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　ストレージ部２５は、所定の記録媒体に対してデータの記録再生を行う部位とされる。
例えばＨＤＤ（Hard Disk Drive）として実現される。もちろん記録媒体としては、フラ
ッシュメモリ等の固体メモリ、固体メモリを内蔵したメモリカード、光ディスク、光磁気
ディスク、ホログラムメモリなど各種考えられ、ストレージ部２５としては採用する記録
媒体に応じて記録再生を実行できる構成とされればよい。
　撮像部３で撮像され、撮像信号処理部１５で処理された撮像信号としての画像データや
、通信部２６で受信した画像データは、画像入出力コントロール部２７を介してストレー
ジ部２５に供給することができる。また音声入力部６で得られた音声データや、通信部２
６で受信した音声データは、音声入出力コントロール部２８を介してストレージ部２５に
供給することができる。
　ストレージ部２５はシステムコントローラ１０の制御に従って、供給された画像データ
や音声データに対して、記録媒体への記録のためのエンコード処理を行い、記録媒体に記
録する。
　またストレージ部２５はシステムコントローラ１０の制御に従って、記録した画像デー
タや音声データを再生する。再生した画像データは画像入出力コントロール部２７へ出力
し、また再生した音声データは音声入出力コントロール部２８へ出力する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４４】
［３．撮像画像例］

　本例の撮像装置１（１Ａ）ではシステムコントローラ１０が、取得した外界情報に応じ
て撮像動作に関する制御を行うことで、ユーザがキー操作、ダイヤル操作等の操作子の操
作を行わないまま、的確な撮像を実現する。
　ここでは図５から図１１により、各種の撮像画像の例を示す。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５２】
　図１１（ａ）は通常撮像画像であるが、この画像では、例えばサッカースタジアムにお
いてピッチ上に日陰と日なたの境界が生じ、見にくい状況となっている。
　システムコントローラ１０は、例えばＣＣＤセンサ又はＣＭＯＳセンサ上で日陰部分に
相当する領域の画素について撮像感度を向上させたり輝度を向上させ、一方、日なた部分



(5) JP 2008-85548 A5 2009.10.22

に相当する領域の画素について撮像感度を低下させたり輝度を低下させる処理を指示する
ことで、図１１（ｂ）のように日なた／日陰の影響が低減された画像が表示される。
　図１１（ｃ）は特定の対象として、画像内に例えば鳥が含まれている場合に、その鳥を
強調させるような画像とした例である。
　画像内で、鳥が検知される場合に、その鳥の部分をハイライト処理させることで、ユー
ザが対象を認識しやすい画像撮像を実現できる。
　ハイライト画像処理としては、画像内で注目部分のみを輝度を上げたり、注目部分以外
の輝度を下げたり、注目部分をカラーで注目部分以外をモノクロとするなどの手法が考え
られる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６６】
　なお、撮像装置１（１Ａ）においては、電源オン状態において撮像処理系（撮像部３，
撮像信号処理部１５、撮像制御部１１）は常時撮像動作を行うようにしても良いし、電源
オン状態において撮像開始のトリガが発生した場合に撮像を開始するようにしてもよい。
　つまり電源オン制御と撮像開始制御は同時でも良いし、別のタイミングでもよい。
　例えば電源操作子を設け、ユーザが電源操作子の操作を行うことでシステムコントロー
ラ１０が電源オンとする処理を行うものとしたり、或いは装着センサを設けてユーザが撮
像装置１（１Ａ）を装着したことを検知して、システムコントローラ１０が電源オンとす
る処理を行うものとする場合には、電源オンとなった後、所定の撮像開始トリガによって
撮像を開始させる例が考えられる。
　また、例えばシステムコントローラ１０は、所定の撮像開始トリガを検知することによ
って装置の電源をオンとすると共に撮像を開始させる例も考えられる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８６】
　システムコントローラ１０は動作制御機能１０ｂにより例えば以上の図１２又は図１３
又は図１４の処理を行って撮像開始／終了や撮像動作態様の切換制御、さらには記録動作
や送信動作の開始／終了制御を行う。
　なお、ここでは撮像開始／終了制御と表示開始／終了制御を同じタイミングで実行する
ものとして説明したが、例えば図１，図３のように表示部２がユーザの両眼の直前に配置
される構成の場合、撮像を行っている期間にモニタ表示を行わないようにする場合もある
。即ち外界状況に応じて、表示部２をスルー状態に切り換える制御も考えられる。例えば
図１３、図１４の処理例では、撮像動作と、記録動作又は送信動作を別のタイミングで実
行制御しているが、この記録動作又は送信動作のように、モニタ表示開始トリガ、モニタ
表示終了トリガの判断を行うものとしてモニタ表示動作の実行制御を行うようにしてもよ
い。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８９】
　なお図１５～図２２は、図１２のステップＦ１０３又は図１４のステップＦ１２４で述
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べた撮像動作制御トリガの発生判断の例として述べる。撮像開始トリガ、撮像終了トリガ
、記録開始トリガ、記録終了トリガ、送信開始トリガ、送信終了トリガについても、図１
５～図２２のような例でトリガ発生判断を行うことができるが、これらはまとめて後述す
る。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９１】
　周囲が暗い状況であると判断した場合、システムコントローラ１０は処理をステップＦ
２０２からＦ２０４に進め、撮像動作制御トリガ発生と判別する。
　そしてステップＦ２０５で、現在の周囲の照度（暗さ）に応じた調整値を算出する。例
えば表示輝度、コントラスト、シャープネス、撮像感度等の調整値として、好適な撮像画
像が得られる調整値を求める。
　このステップＦ２０４，Ｆ２０５の処理により、システムコントローラ１０の図１２の
処理はステップＦ１０３からＦ１０５（又は図１４のステップＦ１２４からＦ１２８）に
進むことになり、この場合は撮像部３の撮像感度の調整、撮像信号処理部１５での輝度調
整、コントラスト調整、シャープネス調整などの処理を指示する。この処理により撮像画
像の画質が調整される。例えば周囲が暗くて図８（ａ）のような画像が撮像されるような
場合に、図８（ｂ）のような見やすい撮像画像が得られる状態に切り換えられる。
　なお、このように周囲が暗い状況と判断した場合は、システムコントローラ１０は照明
部４に照明を実行させる制御を行っても良い。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９２】
　またシステムコントローラ１０は、周囲が明るすぎる状況であると判断した場合も、処
理をステップＦ２０３からＦ２０６に進め、撮像動作制御トリガ発生と判別する。
　そしてステップＦ２０７で、現在の周囲の照度に応じた調整値を算出する。例えば表示
輝度、コントラスト、シャープネス、撮像感度等の調整値として、好適な撮像画像が得ら
れる。この場合、明るすぎる状況であるため、撮像感度を低下させたり、輝度を低下させ
る調整値を求めることになる。
　このステップＦ２０６，Ｆ２０７の処理により、システムコントローラ１０の処理は図
１２のステップＦ１０３からＦ１０５（又は図１４のステップＦ１２４からＦ１２８）に
進むことになり、この場合も撮像部３の撮像感度の調整や撮像信号処理部１５に対して輝
度調整、コントラスト調整、シャープネス調整などの処理を指示する。この処理により撮
像画像の画質が調整され、周囲が明るすぎても、適度な明るさの画像撮像が実現される。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９４】
　システムコントローラ１０は例えば晴天、曇天、雨天、雷雨、台風、降雪などの状況や
、雨が降り出す、雨が止む、曇天となるなど天候状況の変化に応じて、画像調整が必要か
否かを判断する。そして調整が必要な状況と判断したら、システムコントローラ１０は処
理をステップＦ３０２からＦ３０３に進め、撮像動作制御トリガ発生と判別し、ステップ
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Ｆ３０４で、現在の天候に応じた調整値を算出する。例えば輝度、コントラスト、シャー
プネス、撮像感度等の調整値として、好適な撮像画像或いはおもしろみのある撮像画像が
得られるような調整値を求める。
　このステップＦ３０３，Ｆ３０４の処理により、システムコントローラ１０の図１２の
処理はステップＦ１０３からＦ１０５に進む（又は図１４のステップＦ１２４からＦ１２
８）ことになり、この場合は撮像部３の撮像感度の調整や、撮像信号処理部１５に対して
の輝度調整、コントラスト調整、シャープネス調整などの処理を指示する。この処理によ
り、撮像画像の画質が天候状況に応じた画質に調整される。天候状況に応じた画質とは、
天候状況に応じて視認性をよくした画質であったり、天候状況を強調するような画質など
が考えられる。
　なお、天候によってはシステムコントローラ１０は照明部４に照明を実行させる制御を
行っても良い。
　また、ここでは周囲環境センサ１９又は通信部２６の受信情報により天候判断を行うと
したが、画像解析部１７で雨の画像を認識することで、雨が降り出したことや雨が止んだ
こと、雷が発生したことなども正確に検知できるようになる。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９６】
　周囲が暗い状況であると判断した場合、システムコントローラ１０は処理をステップＦ
３１１からＦ３１３に進め、暗視機能をオンとする撮像動作制御トリガ発生と判別する。
　このステップＦ３１３の処理により、システムコントローラ１０の図１２の処理はステ
ップＦ１０３からＦ１０５（又は図１４のステップＦ１２４からＦ１２８）に進むことに
なり、この場合は暗視機能をオンとする制御を行うことになる。即ちシステムコントロー
ラ１０は撮像制御部１１に、撮像部３の赤外線撮像感度を上昇させる指示を行う。
　この処理により、暗視機能が発揮され、例えば図９（ａ）のように暗くて見えない状況
において、図９（ｂ）のような画像となる赤外線感度上昇撮像が実行されることになる。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９７】
　また、システムコントローラ１０は周囲が暗い状態でないと判断した場合は、ステップ
Ｆ３１１からＦ３１２に進む。この場合、その時点で暗視機能（赤外線感度上昇撮像）を
オンとしていれば、ステップＦ３１４に進むことになり、このときは暗視機能をオフとす
る撮像動作制御トリガ発生と判別する。このステップＦ３１４の処理により、システムコ
ントローラ１０の図１２の処理はステップＦ１０３からＦ１０５（又は図１４のステップ
Ｆ１２４からＦ１２８）に進むことになり、この場合は暗視機能をオフとする制御を行う
。即ちシステムコントローラ１０は撮像制御部１１に、撮像部３の赤外線撮像感度を通常
に戻し、通常の撮像を実行させる指示を行う。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０１】
　このステップＦ４０４，Ｆ４０５の処理、又はステップＦ４０６，Ｆ４０７の処理が行
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われることで、システムコントローラ１０の図１２の処理はステップＦ１０３からＦ１０
５（又は図１４のステップＦ１２４からＦ１２８）に進むことになり、撮像制御部１１に
計算した倍率でのズーム動作を指示する。
　これにより撮像部３では、ユーザが見ようとしている光景に応じて図５（ｃ）のような
望遠画像や、図６（ｂ）のような広角ズーム画像が撮像されることになる。
　なお、ここでは望遠／広角のズーム動作制御を行う例としたが、撮像対象までの距離に
応じて、焦点位置を変更させる制御を行ったり、画像の拡大／縮小動作を実行させるよう
な制御動作も考えられる。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０３】
　撮像対象が近傍であって文字を含んでいると判断された場合、システムコントローラ１
０は処理をステップＦ５０２からＦ５０３に進め、撮像動作制御トリガ発生と判別する。
　そしてステップＦ５０４で、現在の新聞、書籍を被写体としたときに適した調整値を算
出する。例えば輝度、コントラスト、シャープネス、撮像感度等の調整値として、新聞等
の文字が良好に撮像できる調整値を求める。
　このステップＦ５０３，Ｆ５０４の処理により、システムコントローラ１０の図１２の
処理はステップＦ１０３からＦ１０５（又は図１４のステップＦ１２４からＦ１２８）に
進むことになり、この場合は撮像部３の撮像感度の調整、撮像信号処理部１５での輝度調
整、コントラスト調整、シャープネス調整などの処理を指示する。この処理により、撮像
画像が新聞等に適した画質、例えば文字を明瞭に認識できるような画質に調整される。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２２】
　以上、図１５～図２２は、図１２のステップＦ１０３（又は図１４のステップＦ１２４
）の撮像動作制御トリガの発生判断の例として述べたが、これらの処理例を、図１２、図
１３，図１４における撮像開始トリガ（Ｆ１０１、Ｆ１１０、Ｆ１２０）、撮像終了トリ
ガ（Ｆ１０４、Ｆ１１４、Ｆ１２５）、記録開始トリガ（Ｆ１１２、Ｆ１２２）、記録終
了トリガ（Ｆ１１３、Ｆ１２３）、送信開始トリガ（Ｆ１１２、Ｆ１２２）、送信終了ト
リガ（Ｆ１１３、Ｆ１２３）の判断に適用することもできる。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３７】
　また、撮像装置１（１Ａ）の外観や構成は図１，図２，図３，図４の例に限定されるも
のではなく、各種の変形例が考えられる。
　例えばストレージ部２５、通信部２６の一方のみを備える構成としたり、これらを設け
ずにモニタ表示系を備える構成なども考えられる。
　また、撮像装置１（１Ａ）として眼鏡型或いは頭部装着型の装着ユニットを有する例を
述べたが、本発明の撮像装置は、ユーザの視界方向を撮像するように構成されればよく、
例えばヘッドホン型、ネックバンドタイプ、耳掛け式など、どのような装着ユニットでユ
ーザに装着されるものであってもよい。さらには、例えば通常の眼鏡やバイザー、或いは
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ヘッドホン等に、クリップなどの取付具で取り付けることでユーザに装着させる形態であ
ってもよい。また必ずしもユーザの頭部に装着されなくても良い。
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